
  

一 

令和 8 年 6 月 19 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１５３号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約 

 
 

 

 
 

の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

保
安
林
予
定
森
林 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

公 
 

告 

○ 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 

○ 

令
和
八
年
度
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
□
た
次
の
区
域
及
び
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
の
特
定

第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
□
同
法
第
百
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は
□
令
和
八
年
六

月
二
十
二
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

そ
の
一 

 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

小
湊
地
区
の
主
と
し
て
一
本
釣
り
を
営
む
小
型
合
併
漁
業 

そ
の
二 

 

区
域 

新
勝
浦
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

川
津
地
区
の
主
と
し
て
一
本
釣
り
を
営
む
小
型
合
併
漁
業 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
匝
瑳
市

の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
吉
田
地
区
土
地
改
良
事
業
□
区
画
整
理
□
計
画
を
決
定
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
書
類
は
□
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□
千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
吉
田
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
七
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

匝
瑳
市
役
所 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の

森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

 
 

勝
浦
市
興
津
字
土
井
口
一
□
二
〇
〇
番
六
七 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

6

月

19

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１５３号 令和 8 年 6 月 19 日 (金曜日) 
 

 
 

 

主
伐
は
□
択
伐
に
よ
る
□ 

 
 

 
 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
□
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 
 

間
伐
に
係
る
森
林
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

 
 

 

次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 

□
□
次
の
と
お
り
□
は
□
省
略
し
□
そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課
及
び
勝
浦
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

下
泉
町
五 

千
葉
市
若
葉
区
下
泉
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

加
曽
利
町
二
七 

千
葉
市
若
葉
区
加
曽
利
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

加
曽
利
町
二
八 

千
葉
市
若
葉
区
加
曽
利
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

貝
塚
町
七 

千
葉
市
若
葉
区
貝
塚
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
根
町
一
一 

千
葉
市
若
葉
区
高
根
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
品
町
一
二 

千
葉
市
若
葉
区
高
品
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

千
城
台
西
二 

千
葉
市
若
葉
区
千
城
台
西
三
丁
目
及
び
千

城
台
西
二
丁
目
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

千
城
台
西
三 

千
葉
市
若
葉
区
千
城
台
西
三
丁
目
及
び
小

倉
町
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
泉
町
一
〇 

千
葉
市
若
葉
区
上
泉
町
の
区
域
の
う
ち
□ 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

 

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

千
城
台
南
二 

千
葉
市
若
葉
区
千
城
台
南
四
丁
目
及
び
大

草
町
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

中
野
町
一
〇 

千
葉
市
若
葉
区
中
野
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

中
野
町
一
一 

千
葉
市
若
葉
区
中
野
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

東
寺
山
町
八 

千
葉
市
若
葉
区
東
寺
山
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

東
寺
山
町
九 

千
葉
市
若
葉
区
東
寺
山
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

東
寺
山
町
一
〇 

千
葉
市
若
葉
区
東
寺
山
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

原
町
四 

千
葉
市
若
葉
区
原
町
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

野
呂
町
五 

千
葉
市
若
葉
区
野
呂
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

和
泉
町
三 

千
葉
市
若
葉
区
和
泉
町
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

荻
作
一
一 

市
原
市
荻
作
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

勝
間
三
三 
市
原
市
勝
間
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
又
三
四 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 



  

三 

令和 8 年 6 月 19 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１５３号 
 

 
 

 

に
示
す
区
域 

 

瀬
又
三
五 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
又
三
六 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
又
三
七 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

瀬
又
三
八 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

永
吉
九 

市
原
市
永
吉
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
田
一
〇 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
田
一
一 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
田
一
二 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

潤
井
戸
九 

市
原
市
潤
井
戸
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

神
崎
六 

市
原
市
神
崎
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
作
一
五 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
作
一
六 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
作
一
七 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

東
国
吉
一
五 

市
原
市
東
国
吉
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

東
国
吉
一
六 

市
原
市
東
国
吉
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

奈
良
一
〇 

市
原
市
奈
良
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

奈
良
一
一 

市
原
市
奈
良
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
市
原
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

下
堀
一
〇 

南
房
総
市
下
堀
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

御
庄
二
〇 

南
房
総
市
御
庄
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

山
下
一
〇 

南
房
総
市
山
下
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

池
之
内
一
二 

南
房
総
市
池
之
内
及
び
明
石
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
堀
一
二 

南
房
総
市
上
堀
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

横
根
一
一 

安
房
郡
鋸
南
町
横
根
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

市
井
原
二
〇 

安
房
郡
鋸
南
町
市
井
原
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
保
田
二
三 

安
房
郡
鋸
南
町
小
保
田
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
帷
子
二
三 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
帷
子
二
四 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
帷
子
二
五 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
及
び
保
田
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

中
佐
久
間
三
一 
安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

中
佐
久
間
三
二 

安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区
域
の
う 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
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ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

中
佐
久
間
三
三 

安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
安
房
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

高
山
三
六 

長
生
郡
長
柄
町
高
山
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
沢
一
六 

長
生
郡
長
南
町
小
沢
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
沢
一
七 

長
生
郡
長
南
町
小
沢
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
沢
一
八 

長
生
郡
長
南
町
小
沢
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

水
沼
三
四 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

水
沼
三
五 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

水
沼
三
六 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

水
沼
三
七 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

美
原
台
五 

長
生
郡
長
南
町
美
原
台
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

報
恩
寺
一
二 

長
生
郡
長
南
町
報
恩
寺
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

笠
森
一
四 

長
生
郡
長
南
町
笠
森
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

深
沢
二
三 

長
生
郡
長
南
町
深
沢
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

下
泉
町
五 

千
葉
市
若
葉
区
下
泉
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

加
曽
利
町
二
七 

千
葉
市
若
葉
区
加
曽
利
町
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

加
曽
利
町
二
八 

千
葉
市
若
葉
区
加
曽
利
町
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

貝
塚
町
七 

千
葉
市
若
葉
区
貝
塚
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
根
町
一
一 

千
葉
市
若
葉
区
高
根
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
品
町
一
二 

千
葉
市
若
葉
区
高
品
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

千
城
台
西
三 
千
葉
市
若
葉
区
千
城
台
西
三
丁

目
及
び
小
倉
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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上
泉
町
一
〇 

千
葉
市
若
葉
区
上
泉
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

千
城
台
南
二 

千
葉
市
若
葉
区
千
城
台
南
四
丁

目
及
び
大
草
町
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

中
野
町
一
〇 
千
葉
市
若
葉
区
中
野
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

中
野
町
一
一 

千
葉
市
若
葉
区
中
野
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

東
寺
山
町
一
〇 

千
葉
市
若
葉
区
東
寺
山
町
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

原
町
四 

千
葉
市
若
葉
区
原
町
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

野
呂
町
五 

千
葉
市
若
葉
区
野
呂
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

和
泉
町
三 

千
葉
市
若
葉
区
和
泉
町
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

荻
作
一
一 

市
原
市
荻
作
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

勝
間
三
三 

市
原
市
勝
間
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
又
三
四 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
又
三
五 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
又
三
六 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
又
三
七 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

瀬
又
三
八 

市
原
市
瀬
又
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
田
一
〇 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
田
一
一 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
田
一
二 

市
原
市
高
田
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

潤
井
戸
九 

市
原
市
潤
井
戸
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

神
崎
六 

市
原
市
神
崎
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
作
一
五 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
作
一
六 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
作
一
七 

市
原
市
大
作
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

東
国
吉
一
五 

市
原
市
東
国
吉
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

東
国
吉
一
六 
市
原
市
東
国
吉
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

奈
良
一
〇 

市
原
市
奈
良
の
区
域
の
う
ち
□ 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 
 

奈
良
一
一 

市
原
市
奈
良
の
区
域
の
う
ち
□

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
市
原
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

下
堀
一
〇 

南
房
総
市
下
堀
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

御
庄
二
〇 

南
房
総
市
御
庄
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

山
下
一
〇 

南
房
総
市
山
下
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
次
の
図
面
の
と
お
り 

池
之
内
一
二 

南
房
総
市
池
之
内
及
び
明
石
の

区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
堀
一
二 

南
房
総
市
上
堀
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

横
根
一
一 

安
房
郡
鋸
南
町
横
根
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

市
井
原
二
〇 

安
房
郡
鋸
南
町
市
井
原
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
保
田
二
三 

安
房
郡
鋸
南
町
小
保
田
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
帷
子
二
三 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
帷
子
二
四 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
帷
子
二
五 

安
房
郡
鋸
南
町
大
帷
子
及
び
保

田
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

中
佐
久
間
三
一 

安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

中
佐
久
間
三
二 

安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

中
佐
久
間
三
三 

安
房
郡
鋸
南
町
中
佐
久
間
の
区

域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
安
房
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

高
山
三
六 

長
生
郡
長
柄
町
高
山
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
沢
一
七 
長
生
郡
長
南
町
小
沢
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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水
沼
三
四 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

水
沼
三
五 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

水
沼
三
七 

長
生
郡
長
南
町
水
沼
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

美
原
台
五 
長
生
郡
長
南
町
美
原
台
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

報
恩
寺
一
二 

長
生
郡
長
南
町
報
恩
寺
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

笠
森
一
四 

長
生
郡
長
南
町
笠
森
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

深
沢
二
三 

長
生
郡
長
南
町
深
沢
の
区
域
の

う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

流
山
都
市
計
画
事
業
運
動
公
園
周
辺
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り

変
更
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

流
山
都
市
計
画
事
業
運
動
公
園
周
辺
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

流
山
市
南
流
山
一
丁
目
一
三
番
地 

三 

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
一
年
三
月
十
二
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
十
一
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
十
一
年
三
月
十
二
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
計
画
の
変
更
の
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 公

告 

 
 

 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定 

 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
業
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
□
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の

規
定
に
よ
り
□
ク
リ
□
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

主
催
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
□ 

 
 

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号 

二 

出
席
し
て
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
の
開
催
期
日
及
び
開
催
場
所 

種 

別 

開 
 

催 
 

期 
 

日 

開 
 

 

催 
 

 

場 
 

 

所 

ク
リ
□
ニ
ン
グ

師
の
研
修 

令
和
八
年
七
月
三
十
日
□
木

曜
日
□ 

ア
ミ
□
ゼ
柏
プ
ラ
ザ 

□
柏
市
柏
六
丁
目
二
番
二
二
号
□ 

 

令
和
八
年
八
月
二
十
四
日

□
月
曜
日
□ 

習
志
野
商
工
会
議
所
会
議
室
Ａ
Ｂ 

□
習
志
野
市
津
田
沼
四
丁
目
一
一
番
一
四

号
□ 

 

令
和
八
年
九
月
十
六
日
□
水

曜
日
□ 

東
金
文
化
会
館
会
議
室
二 

□
東
金
市
八
坂
台
一
丁
目
二
□
一
〇
七
番
地

三
□ 

 

令
和
八
年
十
月
十
四
日
□
水

曜
日
□ 

千
葉
県
長
生
合
同
庁
舎
四
階
大
会
議
室 

□
茂
原
市
茂
原
一
□
一
〇
二
番
地
一
□ 

 

令
和
八
年
十
一
月
十
一
日

□
水
曜
日
□ 

千
葉
県
君
津
健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
三
階
大
会

議
室 

□
木
更
津
市
新
田
三
丁
目
四
番
三
四
号
□ 

 

令
和
八
年
十
二
月
六
日
□
日

曜
日
□ 

千
葉
市
文
化
セ
ン
タ
□
セ
ミ
ナ
□
室 

□
千
葉
市
中
央
区
中
央
二
丁
目
五
番
一
号
□ 

業
務
従
事
者
に

対
す
る
講
習 

令
和
八
年
七
月
三
十
一
日

□
金
曜
日
□ 

ア
ミ
□
ゼ
柏
プ
ラ
ザ 

□
柏
市
柏
六
丁
目
二
番
二
二
号
□ 

 

令
和
八
年
八
月
二
十
五
日

□
火
曜
日
□ 

習
志
野
商
工
会
議
所
会
議
室
Ａ
Ｂ 

□
習
志
野
市
津
田
沼
四
丁
目
一
一
番
一
四

号
□ 

 
令
和
八
年
九
月
十
七
日
□
木

曜
日
□ 

東
金
文
化
会
館
会
議
室
二 

□
東
金
市
八
坂
台
一
丁
目
二
□
一
〇
七
番
地

三
□ 
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令
和
八
年
十
月
十
五
日
□
木

曜
日
□ 

千
葉
県
長
生
合
同
庁
舎
四
階
大
会
議
室 

□
茂
原
市
茂
原
一
□
一
〇
二
番
地
一
□ 

 

令
和
八
年
十
一
月
十
二
日

□
木
曜
日
□ 

千
葉
県
君
津
健
康
福
祉
セ
ン
タ
□
三
階
大
会

議
室 

□
木
更
津
市
新
田
三
丁
目
四
番
三
四
号
□ 

 

令
和
八
年
十
二
月
七
日
□
月

曜
日
□ 

千
葉
市
文
化
セ
ン
タ
□
セ
ミ
ナ
□
室 

□
千
葉
市
中
央
区
中
央
二
丁
目
五
番
一
号
□ 

三 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
の
受
講
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日
□
金
曜
日
□
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
□
水
曜
日
□
ま
で 

四 

通
信
制
に
よ
り
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
の
申
込
受
付
期
間 

 
 

令
和
八
年
十
一
月
二
日
□
月
曜
日
□
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
□
月
曜
日
□
ま
で 

五 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
研
修 

 
 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
師
は
□
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
□
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
□
ク
リ
□
ニ
ン
グ
所
に
お
け
る
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
管
理
責
任
者
に
限
る
□
□
の
資
格
を
得
る
た
め
の
研
修
□
以
下
□
特
管
物
研
修
□
と
い
う
□
□

を
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

六 

受
講
料 

 
 

ク
リ
□
ニ
ン
グ
師
の
研
修 

五
千
円 

 
 

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習 

四
千
五
百
円 

 
 

特
管
物
研
修 

三
千
円 

七 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

八 

そ
の
他 

 

１ 

研
修
及
び
講
習
□
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
受
講
す
る
も
の
を
除
く
□
□
に
つ
い
て
の
詳
細

は
□
次
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
□ 

 
 

 

名
称 

公
益
財
団
法
人
千
葉
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
□ 

 
 

 

所
在
地 

千
葉
市
中
央
区
長
洲
一
丁
目
一
五
番
七
号 

 
 

 

電
話 

〇
四
三
□
三
〇
七
□
八
二
七
二 

 

２ 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
受
講
す
る
研
修
及
び
講
習
に
つ
い
て
の
詳
細
は
□
次
に
問
い
合
わ
せ

る
こ
と
□ 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
Ｇ
ａ
ｋ
ｋ
ｅ
ｎ 

Ｌ
Ｘ 

ｅ
ラ
□
ニ
ン
グ
サ
ポ
□
ト
セ
ン
タ
□ 

 
 

 

電
話 

〇
三
□
六
六
三
五
□
一
六
〇
七 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
武
田
堰

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

木
更
津
市
大
稲
一
四
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

武 

人 

 
 

〃 
 

 

真
里
六
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

倉 
 

秋 

男 

 
 

〃 
 

 

〃 

三
五
五
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

 
 

清 

 
 

〃 
 

 

〃 

九
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

和 

夫 

 
 

〃 
 

 

下
内
橋
二
二
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東 
 

 
 

正 

一 

 
 

〃 
 

 

戸
国
一
八
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
久
間 

 

良 

一 

 
 

〃 
 

 

下
内
橋
三
七
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 

子 
 

一 

夫 

 
 

〃 
 

 

真
里
谷
二
三
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

根 

本 
 

恵 

造 

 
 

袖
ケ
浦
市
百
目
木
一
三
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埜 

中 
 

 

男 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

五
七
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野 

中 
 

君 

敏 

二 

退
任
監
事 

 
 

木
更
津
市
大
稲
八
○
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

石 
 

政 

司 

 
 

袖
ケ
浦
市
百
目
木
四
七
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鶴 

岡 
 

 
 

将 

 
 

木
更
津
市
真
里
谷
七
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

須 
 

 

宏 

一 

三 

就
任
理
事 

 
 

木
更
津
市
真
里
谷
一
□
二
三
五
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 
 

 
 

 

功 

 
 

〃 
 

 

真
里
九
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小 

倉 
 

嘉 

広 

 
 

〃 
 

 

〃 

三
五
五
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

 
 

清 

 
 

〃 
 

 

〃 

一
□
三
三
〇
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保 

坂 
 

貞 

雄 

 
 

〃 
 

 

下
内
橋
二
二
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東 
 

 
 

正 

一 

 
 

〃 
 

 

戸
国
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宇
佐
美 

 
 

 

勉 

 
 

〃 
 

 

下
内
橋
三
七
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 

子 
 

一 

夫 

 
 

〃 
 

 

真
里
谷
四
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

名 
 

光 

一 

 
 

袖
ケ
浦
市
百
目
木
九
〇
六
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鶴 

岡 
 

 
 

功 

 
 

〃 
 

 

〃 
 

四
九
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

髙 

橋 
 

 
 

明 
四 
就
任
監
事 

 
 

木
更
津
市
真
里
九
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

和 

夫 

 
 

袖
ケ
浦
市
百
目
木
八
九
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

野 
 

勝 

美 

 
 

木
更
津
市
真
里
二
□
〇
九
八
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

倉 
 

三 

男 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
天
羽
土

地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 
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令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
退
任
理
事 

 
 

富
津
市
豊
岡
一
□
五
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

間 
 

孝 

雄 

 
 

〃 
 

上
後
五
二
六
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

俊 

一 

 
 

〃 
 

岩
本
七
〇
九
番
地
の
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

能 

城 
 

哲 

也 

 
 

〃 
 

桜
井
一
七
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

能 

城 
 

 
 

勝 

 
 

〃 
 

加
藤
三
五
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

間 
 

敏 

雄 

 
 

〃 
 

不
入
斗
四
〇
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

渡 

邉 
 

和 

已 

 
 

〃 
 

花
輪
一
五
三
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
野
井 

 

秀 

樹 

 
 

〃 
 

萩
生
二
六
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶌 

野 
 

純 

一 

 
 

〃 
 

望
井
二
〇
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤 
 

 
 

平 

 
 

〃 
 

岩
坂
五
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

合 
 

は
る
み 

二 

退
任
監
事 

 
 

富
津
市
関
二
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉 

田 
 

和 

男 

 
 

〃 
 

竹
岡
二
□
八
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

崎 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

山
中
一
□
八
七
七
番
地
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

貝 
 

睦 

美 

三 

就
任
理
事 

 
 

富
津
市
豊
岡
一
□
五
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

間 
 

孝 

雄 

 
 

〃 
 

上
後
五
二
六
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

俊 

一 

 
 

〃 
 

岩
本
七
〇
九
番
地
の
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

能 
城 

 

哲 

也 

 
 

〃 
 

台
原
八
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神 
子 

 

和 

好 

 
 

〃 
 

数
馬
二
〇
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 

後 
 

秀 

樹 

 
 

〃 
 

不
入
斗
四
〇
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

渡 

邉 
 

和 
已 

 
 

〃 
 

相
川
一
□
〇
三
〇
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

藤 
 

喜 
晴 

 
 

〃 
 

萩
生
二
六
四
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

嶌 

野 
 

純 

一 

 
 

〃 
 

望
井
二
〇
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤 
 

 
 

平 

 
 

〃 
 

岩
坂
五
一
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

合 
 

は
る
み 

四 

就
任
監
事 

 
 

富
津
市
関
二
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉 

田 
 

和 

男 

 
 

〃 
 

竹
岡
二
□
八
〇
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

崎 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

山
中
一
□
八
七
七
番
地
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

磯 

貝 
 

睦 

美 

  
 

 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
夷

隅
郡
御
宿
町
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
御
宿
地
区
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の

で
□
そ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□

千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
御
宿
地
区
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
七
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

夷
隅
郡
御
宿
町
役
場 

  
 

 

令
和
八
年
度
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催 

 

家
畜
改
良
増
殖
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
□
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八

年
度
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

家
畜
の
種
類 

 
 

牛 
二 
開
催
の
期
日
□
開
催
場
所
等 

 

開
催
の
期
日 

開
催
場
所 

定
員 

第
一
期 
令
和
八
年
八
月
三
日
□
四

日
□
十
日
□
十
二
日
か
ら

十
四
日
ま
で
□
二
十
六
日

及
び
九
月
七
日
か
ら
十
一

日
ま
で 

東
金
市
家
之
子
一
□
〇
五
九
番
地

 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校 

三
名
程
度 

八
街
市
八
街
へ
一
六
番
地
の
一 

 

千
葉
県
畜
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□ 

 
 

 
 



 
 

 

一
〇 
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第
二
期 

令
和
八
年
十
一
月
九
日
か

ら
十
二
月
九
日
ま
で
□
土

曜
日
□
日
曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
□
□ 

八
街
市
八
街
へ
一
六
番
地
の
一 

 

千
葉
県
畜
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□ 

十
五
名
程
度 

最

少

催

行

人

数

は
□
お
お
む
ね
十

名
と
す
る
□ 

 

市
原
市
国
本
六
〇
二
番
地 

千
葉

県
畜
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
□
市
原

乳
牛
研
究
所 

 

備
考 

 

 
 

一 

第
一
期
の
講
習
会
の
受
講
者
は
□
千
葉
県
立
農
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